
京都市子ども・子育て支援事業計画（地域子ども・子育て支援事業の量の見込み）に関する中間見直しについて 別紙３

見込 実績 値 率
利用者
支援事業

①区役所・支所保健福祉センター
子どもはぐくみ室における相談・

区役所・支所の福祉事務所において、利用者へ
情報提供や相談・援助等の支援を実施する。

箇所数
（箇所）

14 14 0 0.0% 不要 かい離はない

延長保育事業 ②時間外保育事業
保育所の開所時間（11時間）を超えて保育を実
施する。

延べ利用者数
（人日）

472,700 402,790 -69,910 -14.8% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

③一時預かり事業
（保育所型）

保護者の傷病による緊急時などの様々なニーズ
に対応するため、一時的な保育を実施。

延べ利用者数
（人日）

52,000 24,763 -27,237 -52.4% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

④幼稚園における預かり保育
（市立・私立幼稚園）

保護者の子育てを支援するため、通常の教育時
間の前後や長期休業期間中などに、預かり保育
を実施する。

延べ利用者数
（人日）

539,271 530,809 -8,462 -1.6% 不要 かい離は１０％未満

病児保育事業 ⑤病児・病後児保育

病気中（病児）・病気回復期（病後児）にあ
り、集団保育が困難な児童を一時的に保育する
ことにより、保護者の子育てと就労の両立を支
援する。

延べ利用者数
（人日）

6,600 1,697 -4,903 -74.3% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

放課後児童
健全育成事業

⑥児童館・学童クラブ事業、放課
後ほっと広場、地域学童クラブ事
業補助

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生
に対し、授業終了後に児童厚生施設等を利用し
て居場所を提供する。

利用者数
（人）

14,956 15,135 179 1.2% 不要 かい離は１０％未満

⑦家庭訪問による継続的個別支援
（子どもはぐくみ室職員による支
援）

児童の養育についての支援が必要な家庭や児童
養護施設等退所後で児童の家庭復帰に配慮が必
要な家庭等に対し、福祉事務所の相談員が訪問
することで養育機能を回復させ、児童の安定し
た養育を支援する。

利用者数
（人）

1,319 917 -402 -30.5% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

⑧家庭訪問による継続的個別支援
（育児支援ヘルパー派遣事業）

産後の体調不良や育児不安を抱える母親のいる
家庭や医療的ケアを必要とする重度の在宅療育
児がいる家庭にヘルパーを派遣する。

利用者数
（人）

201 131 -70 -34.8% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

⑨子育て支援短期利用事業
（ショートステイ）

保護者が、疾病や仕事等の事由によって、家庭
における児童の養育が一時的に困難となった場
合に、児童を児童養護施設等において一定期間
養育する。

延べ利用者数
（人日）

8,450 4,995 -3,455 -40.9% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

⑩子育て支援短期利用事業
（トワイライトステイ）

保護者が仕事等の理由により、17時から22時ま
での夜間において養育が一時的に困難となった
家庭の児童を児童養護施設等において一時的に
養育する。

延べ利用者数
（人日）

35 5 -30 -85.7% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

地域子育て
支援拠点事業

⑪保育所拠点事業、児童館事業、
京都市子育て支援活動いきいきセ
ンター（つどいの広場）事業

児童館等において、子育て親子の交流の場を提
供するとともに、子育てに関する相談、援助等
を実施し、地域における親と子どもの育ちを支
援する。

延べ利用回数
（人回）

413,903 162,809 -251,094 -60.7% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

子育て援助
活動支援事業

⑫京（みやこ）いきいき子育てサ
ポート事業（京都市ファミリーサ
ポート事業）

子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行
いたい人が会員となり互いに育児の助け合いを
行う。

利用件数（件） 8,780 5,352 -3,428 -39.0% 不要
新型コロナウイルス
感染症の影響

乳児家庭全戸
訪問事業

⑬新生児等訪問指導事業（こんに
ちは赤ちゃん事業）

生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭とその
母親に対して、家庭訪問による保健指導を行
い、乳児の健全な発育と母親の健康増進を図
る。

対象者数
（人）

9,699 9,360 -339 -3.5% 不要 かい離は１０％未満

妊婦健康診査受診
券交付数（人回）

119,753 115,174 -4,579 -3.8% 不要 かい離は１０％未満

産婦健康診査受診
券交付数（人回）

15,047 15,200 153 1.0% 不要 かい離は１０％未満

見直し 主な理由

妊婦に対する
健康診査

⑭京都市妊婦健康診査

見込と実績のかい離令和2年度

養育支援
訪問事業

子育て短期
支援事業

一時預かり事業

国事業名 該当する本市事業等
指標

（単位）
事業概要

母子保健法に基づく妊婦健康診査を実施し、そ
の費用を公費で負担することにより、妊婦の健
康管理の充実及び経済的負担を軽減する。


